
第１ ＳＮＡ体系と県民経済計算

我が 国の 国民 所 得統 計は ,１９ ６８ 年８ 月 ,国 際連 合が 提示 した 「国 民経 済 計算

体系（ System of National Accounts：い わゆ る６ ８Ｓ Ｎ Ａ ）」 に 全面的 に切 り
エ スエヌ エー

替えら れた 。

６ ８ ＳＮ Ａは ，国民 所 得勘 定を 中心 に産 業連 関表 ，資 金循 環表 ，国 民貸 借 対照

表及び 国際 収支 表 の５ つの 経済 諸勘 定を 体系的・ 整合 的に 統合 した もの であ る。

これに よっ て， 従 来の 国民 所得 統計 は大 幅に 改善 ,精緻 化さ れ ,国 全体 の経 済 活動

をモノ とカ ネ， フ ロー とス トッ クの 側面 から 総合的に 捉え るこ とが 初め て可 能に

なった 。

その 後， 経済 社 会は 大き く変 わり ，経 済の グローバ ル化 ，政 府の 役割 の変 化，

通信・ コン ピュ ー タに 代表 され るサ ービ ス活 動の 重要 性の 高ま り， 金融 市場 の複

雑化な どが 急速 に 進み ，こ うし た変 化に 対応 したＳＮ Ａを 構築 すべ く， 国際 連合

等で検 討が 進め ら れ， １９ ９３ 年に 国際 連合 から新し いＳ ＮＡ （い わゆ る「 ９３

ＳＮＡ 」） が勧 告 され ，我 が国 でも この 勧告 を受 け， 日本 が導 入す るに 相応 しい

９３Ｓ ＮＡ の内 容 の検 討を 進め ，２ ００ ０年 １０月に 国民 経済 計算 は， ９３ ＳＮ

Ａ体系 に移 行し た 。

本県 にお いて も ，平 成１ ２年 度推 計よ り， １９９３ 年国 民経 済計 算体 系（ ９３

ＳＮＡ )に対 応し て 内閣 府よ り示 され た「 県民経済 計算 標準 方式 」及 び「 県民 経

済計算 標準 方式 推 計方 法」 に基 づい て推 計を 行っ た。

（参 考 ） ９ ３ Ｓ Ｎ Ａ 移 行 によ る 主 な 変 更 点

１ 受 注 型 ソ フ ト ウ エ ア

６８ ＳＮ Ａで は ，コ ンピ ュー タ本 体と 一体不可 分の ソフ トウ エア につ いて ，本

体と切 り離 して 推 計す るこ とが でき ない という理 由で 総固 定資 本形 成（ 投資 ）に

含める 一方 で， そ れ以 外の ，企 業が 購入 する 受注型の ソフ トウ エア につ いて は，

企業の 生産 活動 の 段階 で消 費さ れる もの （中 間投 入） とし て扱 い， 県内 総生 産に

は含め なか った 。

９３ ＳＮ Ａで は ，こ うし た受 注型 のソ フト ウエアの 購入 を総 固定 資本 形成 （投

資）と みな し， 県 内総 生産 に含 める こと とし た。

なお ，従 前， 政 府の 最終 消費 支出 とさ れて いた 政府 購入 分に つい ても ，９ ３Ｓ

ＮＡで は企 業に よ る購 入分 と同 様に 投資 とみなし ，公 的投 資に 計上 する こと とな

った。

２ 社 会 資 本 に 係 る 固 定 資本 減 耗

道路 ，ダ ム等 ， 一般 政府 が所 有す る資 産， いわゆる 「社 会資 本」 につ いて ，６

８ＳＮ Ａで は， そ の計 測が 困難 であ ると いう 理由から 減耗 しな いも のと して 扱っ

てきた が， ９３ Ｓ ＮＡ では ，社 会全 体で 相当程度 整備 され てき た社 会資 本に つい

ても， 民間 の建 物 等と 同様 に有 限の 耐用 年数 を有 し， 毎年 減耗 する もの とし て固

定資本 減耗 を計 測 する こと とな った 。

３ 「 消 費 」 の 概 念

消費 につ いて ,６ ８Ｓ ＮＡ にお いて は便 益享 受の 観点 のみ から 計測 して いた が ,

９３Ｓ ＮＡ にお い ては ，費 用負 担に 着目 した 「最 終消 費支 出」 と便 益享 受に 着目

した「 現実 最終 消 費」 の２ つの 側面 から 計測 すること とな った 。

４ 医 療 機 関



医療 サー ビス 生 産者 は， ６８ ＳＮ Ａに おい ては，そ の設 立母 体の 違い に着 目し

て，産 業（ 医療 法 人， 個人 開業 医等 ）， 政府 サービス 生産 者（ 国公 立病 院 ,国 公

立大学 付属 病院 等 ）， 対家 計民 間非 営利 サービス 生産 者（ 私立 大学 付属 病院 ,日

本赤十 字社 ,公益 法 人等 ）に 分け られ てい たが ，こ れら ３部 門が 提供 する 医療 サ

ービス は， 社会 保 険診 療報 酬制 度の もと ,同一 のサ ービ ス・ 価格 体系 の中 で競 合

し得る 存在 であ る こと から ，９ ３Ｓ ＮＡ ではいず れも 産業 とし て取 り扱 われ るこ

ととな った 。



第２ 県民経済計算の諸概念と用語解説

１ 県 民 経 済 計 算 の 概 念

(１ ) 県 民 経 済 計 算 と は

県 民 経 済 計 算 は , 国 民 経 済 計 算 の 基 本 的 な 考え や 仕 組 み に 基 づ き ， 都 道 府 県

（以 下 「 県 」 と い う 。 ） と い う 行 政 区 域 を 単 位と し て , 一 定 期 間 （ 通 常 １ か 年 。

県民 経 済 計 算 で は 会 計 年 度 。 ） の 経 済 活 動 の 成 果を 計 測 す る も の で あ る 。

(２ ) 県 民 経 済 計 算 の ね らい

県 民 経 済 計 算 は ， 県 内 あ る い は 県 民 の 経 済 の循 環 と 構 造 を 生 産 ， 分 配 ， 支 出 等 ，

各面 に わ た り 計 量 把 握 す る こ と に よ り ， 県 経済 の 実 態 を 包 括 的 に 明 ら か に し ， 総

合的 な 県 経 済 指 標 と し て , 県 の 行 財 政 ・ 経 済政 策 に 資 す る こ と を 目 的 と す る 。 併

せて ， 国 経 済 に お け る 各 県 経 済 の 位 置 を 明 ら かに す る と と も に , 各 県 経 済 相 互 間

の比 較 を 可 能 と す る こ と に よ り ， 国 経 済 の 地 域的 分 析 ， 地 域 の 諸 施 策 に 利 用 し よ

うと す る も の で あ る 。

(３ ) 県 民 経 済 計 算 体 系 の概 要

県 民 経 済 計 算 体 系 は ， １ 年 間 の 経 済 活 動 を 「生 産 」 ， 「 分 配 」 ， 「 支 出 」 に 分

けて ， 県 経 済 の 循 環 と 構 造 を 社 会 会 計 方 式 に より 事 後 的 に 整 合 し た 形 で 記 録 す る

統計 シ ス テ ム で あ る 。 （ 三 面 等 価 の 原 則 ）

(４ ) 県 民 経 済 計 算 の 諸 概念

ア 県 内 概 念 と 県 民 概 念

県 経 済 を 把 握 す る う え で ,県 内 概 念 （ 属 地 主 義） と 県 民 概 念 （ 属 人 主 義 ）と があ

る。

県 内 概 念 と は , 県 と い う 行 政 区 域 内 で の 経 済活 動 を ， そ れ に 携 わ っ た 者 の 居 住

地に 係 わ り な く 把 握 す る も の で あ る 。

一 方 ， 県 民 概 念 と は ， 県 内 居 住 者 の 経 済 活 動を , 地 域 に 関 わ り な く 把 握 す る も

ので あ る 。

両 者 の 例 と し て ， 県 内 所 得 と 県 民 所 得 の 間 に は ,次 の よ う な 関 係 が 成 り 立つ 。

県 民 所 得 ＝ 県 内 所 得 ＋ 県 外 か ら の 流 入所 得 －県 外へ の流 出所 得

な お ， こ こ で い う 「 居 住 者 」 と は ， 個 人 の みな ら ず ， 法 人 企 業 , 政 府 機 関 等 経

済主 体 全 般 に 適 用 さ れ る 概 念 で あ る 。

本 書 で は ， 基 本 勘 定 の 「 県 内 総 生 産 勘 定 （ 生 産側 及 び 支 出 側 ） 」 は 県 内 概 念 で ,

「県 民 可 処 分 所 得 と 使 用 勘 定 」 及 び 「 制 度 部 門 別所 得 支 出 勘 定 」 は 県 民 概 念 で 捉

え， 主 要 系 列 表 の 「 経 済 活 動 別 県 内 総 生 産 」 及び 「 県 内 総 生 産 （ 支 出 側 ） 」 は 県

内概 念 で 捉 え て い る 。

イ 総 （ グ ロ ス ） と 純 （ ネッ ト ）

建 物 ， 機 械 設 備 な ど の 固 定 資 産 は ， 生 産 過 程に お け る 利 用 に よ る 摩 耗 や ， 年 月

の経 過 に よ る 老 朽 化 ・ 陳 腐 化 等 に よ り ， そ の 価 値が 減 少 す る 。 こ う し た 資 産 価 値

の減 少 分 （ 固 定 資 本 減 耗 ） を 含 ん だ 形 で 評 価 し た付 加 価 値 を 「 総 （ グ ロ ス ） 生

産」 と い い ， 控 除 し て 評 価 し た 付 加 価 値 を 「 純（ ネ ッ ト ） 生 産 」 と い う 。

ウ 市 場 価 格 表 示 と 要 素 費用 表 示
市 場 価 格 表 示 と は ， 市 場 で 取 り 引 き さ れ る 価 格に よ っ て 評 価 す る も の を い う 。



こ れ に 対 し ， 要 素 費 用 表 示 と は ， 生 産 の ため に 必 要 と さ れ る 生 産 要 素 （ 労 働 ・
資本 ・ 土 地 ） の 提 供 者 に 対 し て 分 配 さ れ た 費 用（ 賃 金 ， 利 潤 等 ） に よ っ て 評 価 す
るも の を い う 。

市場 価 格 表 示 ＝ 要 素 費 用 表 示 ＋ 生 産 ・輸 入 品 に 課 さ れ る 税 （ 純 ）
※生産・輸入品に課される税（純）とは（生産・輸入品に課される税－補助金）のこと。

エ 名 目 と 実 質

県 民 経 済 計 算 は ， そ の 評 価 基 準 と し て 当 該年 度 の 貨 幣 尺 度 （ 時 価 ） を 採 用 し て

いる 。 こ の た め ， 各 年 次 の 計 数 に は 物 量 的 な 増 加分 の み で な く ， 物 価 上 昇 か ら 生

じた 見 か け 上 の 増 分 も 含 ま れ る 。 こ の よ う な 名 目ベ ー ス で は 経 済 の 実 質 的 （ 物 量

的） な 発 展 や 成 長 が つ か め な い の で ， 特 定 年 次（ 通 常 は 国 勢 調 査 の 調 査 年 ） の 価

格体 系 を 評 価 基 準 と す る こ と と し て 物 価 変 動 分を 除 去 し た 実 質 ベ ー ス の 計 数 の 作

成を 行 う 。

実 質 化 に は ， 固 定 基 準 年 方 式 と 連 鎖 方 式 が あり ， 本 県 で は 平 成 １ ６ 年 度 分 か ら

県内 総 生 産 （ 生 産 側 ） の 実 質 化 に 連 鎖 方 式 を 導 入し た 。

○ 固 定 基 準 年 方 式

あ る 年 を 基 準 年 と し ,そ の 年 の 価 格 体 系で 財 ・ サ ー ビ ス の 価 格 を 評価

す る 方 法 。 基 準 改 定 は ５ 年 ご と に 行 わ れる 。

○ 連 鎖 方 式

前 年 を 基 準 年 と し ， 毎 年 毎 年 の 積 み 重ね で 接 続 し て 行 く 方 法 。

実 質 値 の 計 算 に 用 い る 指 数 （ デ フ レ ー ター ※ ） は ， 固 定 基 準 年 方 式

で は ， 基 準 年 か ら 離 れ る ほ ど 経 済 実 勢 か ら乖 離 す る 傾 向 が あ る が ， 連

鎖 方 式 で は ， 毎 年 基 準 改 定 し て い る のと 同 じ こ と に な る た め ， 乖 離 は

ほ と ん ど 生 じ な い と さ れ て い る 。

※デフレーター・・・名目価額から物価変動の影響を除いて実質価格を算出するた

めに用いられる価格指数のことをいい，デフレーターで名目価

額を除して実質価額を求めることを「デフレーション」と呼ぶ。

基準年を１００とした場合の対象年における財貨・サービス

ごとの物価指数である。

例えば，平成１２年が基準年の場合，平成１２年に１００円

で購入できたものが，対象年にいくらで購入できるか推計した

ものであり，次の式により実質価額を求めることができる。

実質価額＝名目価額÷対象年のデフレーター×１００

（(3)用語解説⑧「インプリシットデフレーター」参照）

オ 在 庫 品 評 価 調 整

県 民 経 済 計 算 に お い て は ， 発 生 主 義 の 原 則 が とら れ て お り ， 在 庫 品 増 加 は ， 当

該商 品 の 在 庫 増 減 時 点 の 価 額 で 評 価 す べ き も のと さ れ て い る 。

し か し ， 入 手 可 能 な 在 庫 関 係 の デ ー タ は 企 業会 計 に 基 づ く も の で あ り ， 後 入 先

出法 や 先 入 先 出 法 等 ， 企 業 会 計 法 上 認 め ら れ て いる 様 々 な 在 庫 評 価 方 法 で 評 価 さ

れて い る 。

し た が っ て ， 期 末 在 庫 残 高 か ら 期 首 在 庫 残高 を 差 し 引 い た も の は ， 期 首 と 期 末

の評 価 価 格 の 差 に よ る 分 （ 一 種 の 評 価 損 益 ） も含 ん で い る 。

こ の 評 価 価 格 の 差 に よ る 分 を 除 く た め の 調 整が ， 在 庫 品 評 価 調 整 で あ る 。



２ 県 民 経済計 算の基 本勘定 ・主要 系列の 概念及び 内容

(１ ) 基 本 勘 定

ア 統 合 勘 定

統 合 勘 定 は ,モ ノ （ 財 貨 及 び サ ー ビ ス ） の 取 引の 結 果 と カ ネ （ 所 得 ,金 融 資 産 及

び負 債 ） の 流 れ の 結 果 と を 統 合 し て 記 録 し ,１ 年 間の 県 内 の 経 済 活 動 の 結 果を 総括

した も の で あ る 。

(ア ) 県 内 総 生 産 勘 定 （ 生 産 側 及 び 支 出 側 ）

こ の 勘 定 は , 県 内 に お け る 経 済 活 動 を 総 括 す るも の と し て ， 産 業 ， 政 府 サ ー ビ

ス生 産 者 , 対 家 計 民 間 非 営 利 サ ー ビ ス 生 産 者 の生 産 勘 定 を 統 合 す る こ と に よ っ て

作成 さ れ ， 県 内 概 念 で 記 録 さ れ て い る 。

勘 定 の 貸 方 （ 受 取 ） は ， 県 内 生 産 物 に 対 す る支 出 の 総 額 を 市 場 価 格 に よ っ て 評

価し た 県 内 総 生 産 （ 支 出 側 ） で あ る 。 構 成 項 目は ， 民 間 最 終 消 費 支 出 ， 政 府 最 終

消費 支 出 ， 総 固 定 資 本 形 成 ， 在 庫 品 増 加 , 財 貨・ サ ー ビ ス の 移 出 及 び （ 控 除 ） 財

貨・ サ ー ビ ス の 移 入 で あ る 。

勘 定 の 借 方 （ 支 払 ） は , 県 内 経 済 活 動 に おけ る 付 加 価 値 総 額 を 市 場 価 格 に よ っ

て評 価 し た 県 内 総 生 産 で あ る 。 構 成 項 目 は , 県 内雇 用 者 報 酬 ， 営 業 余 剰 ・ 混 合 所

得， 固 定 資 本 減 耗 ， 生 産 ・ 輸 入 品 に 課 さ れ る 税 及び （ 控 除 ） 補 助 金 で あ る 。

県 内 総 生 産 （ 生 産 側 ） と 県 内 総 生 産 （ 支 出側 ） は , 理 論 上 同 額 と な る べ き も の

であ る が ， 実 際 の 推 計 で は ， そ れ ぞ れ の 推 計 に用 い ら れ る 基 礎 資 料 や 推 計 方 法 が

異な る た め ， 若 干 の 不 一 致 を 免 れ な い 。 そ のた め ， 統 計 上 の 誤 差 や 脱 漏 に 基 づ く

と思 わ れ る 受 払 の 計 数 上 の 差 額 を 「 統 計 上 の 不 突合 」 と し て 県 内 総 生 産 （ 支 出

側） に 計 上 し ， 勘 定 体 系 の バ ラ ン ス を 成 立 さ せて い る 。

(イ ) 県 民 可 処 分 所 得 と 使 用 勘 定

こ の 勘 定 は ， 生 産 さ れ た 要 素 所 得 の 受 取 や 生 産物 の 最 終 消 費 の ほ か ， 財 産 所 得

など の 移 転 所 得 の 受 取 ・ 支 払 か ら 構 成 さ れ ， 県 民可 処 分 所 得 と そ の 使 用 の バ ラ ン

スと し て 統 合 さ れ て い る も の で あ る 。

こ の 勘 定 に お い て は ， 県 民 雇 用 者 報 酬 は ， 県 内雇 用 者 報 酬 と 県 外 か ら の 雇 用 者

報酬 （ 純 ） か ら な り ， 営 業 余 剰 ・ 混 合 所 得 は 各 制度 部 門 （ 非 金 融 法 人 企 業 ， 金 融

機関 ， 家 計 （ 個 人 企 業 を 含 む 。 ） ） の 合 計 と なる 。 移 転 項 目 に つ い て は ， 県 外 か

らの 財 産 所 得 （ 純 ） と 県 外 か ら の そ の 他 の 経 常移 転 （ 純 ） に 区 別 し て 表 章 さ れ ，

さら に 生 産 ・ 輸 入 品 に 課 さ れ る 税 と （ 控 除 ） 補 助金 が 勘 定 の 貸 方 （ 受 取 ） に 計 上

され る 。

県 民 可 処 分 所 得 は ， 各 制 度 部 門 の 可 処 分 所 得の 合 計 と し て 求 め ら れ ， 使 用 項 目

の民 間 最 終 消 費 支 出 ， 政 府 最 終 消 費 支 出 及 び 県 民貯 蓄 は そ れ ら に 対 応 す る 部 門 項

目別 の 合 計 と し て 求 め ら れ て い る 。

イ 制 度 部 門 別 所 得 支 出 勘定

こ の 勘 定 は ， 非 金 融 法 人 企 業 ， 金 融 機 関 ， 一 般政 府 ， 家 計 （ 個 人 企 業 を 含

む。 ） ， 対 家 計 民 間 非 営 利 団 体 の ５ 制 度 部 門 別に 作 成 さ れ る 。 県 内 に お け る 生 産

活動 に よ り 形 成 さ れ た 付 加 価 値 （ 所 得 ） が ， ど の制 度 部 門 に 配 分 さ れ ， さ ら に 各

制度 部 門 及 び 県 外 部 門 間 で 様 々 な 移 転 取 引 が 行わ れ る 中 で ， そ れ ら の 所 得 が 最 終

的に ど の よ う に 振 り 向 け ら れ て い る か を 示 し てい る 。

勘 定 の 貸 方 （ 受 取 ） に は ， 県 民 雇 用 者 報 酬 ，営 業 余 剰 ・ 混 合 所 得 ， 財 産 所 得 ，

その 他 の 経 常 移 転 等 が 表 章 さ れ る 。 借 方 （ 支 払） に は ， 最 終 消 費 支 出 ， 財 産 所 得 ，

その 他 の 経 常 移 転 等 の 各 項 目 の ほ か ， 受 取 ・ 支 払の 残 差 で あ る 貯 蓄 が 表 章 さ れ る 。



(ア ) 要 素 所 得

ａ 県 民 雇 用 者 報 酬

生 産 活 動 に よ り 生 み 出 さ れ た 付 加 価 値 を 雇 用者 へ 分 配 し た 額 で あ り ， 県 民 概 念

で計 上 さ れ る 。

ｂ 営 業 余 剰 ・ 混 合 所 得

産 出 額 か ら 中 間 投 入 ， 固 定 資 本 減 耗 及 び 生 産・ 輸 入 品 に 課 さ れ る 税 （ 純 ） を 差

し引 い て 得 ら れ る 県 内 純 生 産 （ 県 内 要 素 所 得 ）か ら ， さ ら に 県 内 雇 用 者 報 酬 を 差

し引 い た も の で あ り ， 非 金 融 法 人 企 業 ， 金 融機 関 及 び 家 計 （ 個 人 企 業 ） の ３ 部 門

に計 上 さ れ る 。

(イ ) 移 転 所 得

ａ 財 産 所 得

利 子 ， 法 人 企 業 の 分 配 所 得 ， 保 険 契 約 者 に 帰 属す る 財 産 所 得 ， 賃 貸 料 の ４ つ か

らな る 。

ｂ そ の 他 の 経 常 移 転

(a) 所 得 ・ 富 等 に 課 さ れ る 経 常 税

所 得 税 ， 法 人 税 ， 県 民 税 ， 市 町 村 民 税 （ 所 得割 ） ， 日 本 銀 行 納 付 金 等 の 所 得 に

課さ れ る 税 及 び 自 動 車 関 係 税 ， 県 民 税 ， 市 町村 民 税 （ 均 等 割 ） ， そ の 他 の 経 常 税

から な る 。

(b) 強 制 的 社 会 負 担

社 会 保 障 給 付 が 支 払 わ れ る こ と に 備 え て ， 社 会保 障 制 度 に 対 し て 行 う 社 会 負 担

のう ち ， 法 律 等 に よ り 強 制 的 に 支 払 わ れ る も の。 国 民 年 金 ， 労 働 保 険 等 の 特 別 会

計， 国 民 健 康 保 険 ， 児 童 手 当 等 ， 一 般 政 府 に 格 付け さ れ る 社 会 保 障 基 金 へ の み 発

生し ， 雇 主 の 強 制 的 現 実 社 会 負 担 ， 雇 用 者 の 強 制的 社 会 負 担 か ら な る 。

(c) 自 発 的 社 会 負 担

社 会 保 険 制 度 に 対 し て 行 う 社 会 負 担 の う ち ，厚 生 年 金 基 金 ・ 同 連 合 会 ， 適 格 退

職年 金 ， 勤 労 者 退 職 金 共 済 機 構 ， 中 小 企 業 総合 事 業 団 ， 国 民 年 金 基 金 ・ 同 連 合 会

等， 民 間 基 金 で あ る 年 金 基 金 へ の 雇 主 及 び 雇 用者 の 自 発 的 社 会 負 担 か ら な る 。

(d) 現 金 に よ る 社 会 保 障 給 付

老 齢 年 金 ， 雇 用 保 険 に 基 づ く 給 付 金 ， 児 童手 当 な ど 一 般 政 府 に 格 付 け さ れ る 社

会保 障 基 金 が 家 計 に 対 し て 払 う 社 会 給 付 の うち ， 現 金 に よ り 支 払 わ れ る も の

(e) 現 物 社 会 給 付

厚 生 保 険 等 の 特 別 会 計 ， 国 民 健 康 保 険 ， 老 人保 険 医 療 ， 共 済 組 合 ， 介 護 保 険 等

の社 会 保 障 基 金 に よ る 医 療 保 険 給 付 分

(f) 年 金 基 金 に よ る 社 会 給 付

(c)の 年 金 基 金 か ら 支 払 わ れ た 給 付 額

(g) 帰 属 社 会 負 担

退 職 一 時 金 ， 公 務 災 害 補 償 な ど ， 社 会 負 担 の うち 雇 主 が 基 金 等 の 特 別 な 準 備 を

する こ と な く 無 基 金 で 行 う 負 担 。 分 配 系 列 の 県 民雇 用 者 報 酬 で 推 計 す る 「 雇 主 の

帰属 社 会 負 担 」 と 同 額 に な る 。

(h) 無 基 金 雇 用 者 社 会 給 付

(g)の 負 担 に よ る 無 基 金 か ら 家 計 に 対 し て 支 払わ れ た 給 付 。 掛 け 金 は 県 民雇 用者



報酬 の 一 部 と し て 家 計 に 払 わ れ ， 給 付 額 は 負 担額 と 同 額 に な る 。

(i) 社 会 扶 助 給 付

一 般 政 府 及 び 対 家 計 民 間 非 営 利 団 体 か ら 家 計に 支 払 わ れ る 扶 助 給 付 の う ち ， 現

金に よ る 社 会 保 障 給 付 や 無 基 金 雇 用 者 社 会 給 付と な ら な い も の で ， 一 般 政 府 か ら

は生 活 保 護 給 付 ， 交 付 国 債 の 元 利 償 還 金 ， 遺 族等 年 金 ， 恩 給 等 ， 対 家 計 民 間 非 営

利団 体 か ら は 奨 励 金 及 び 教 育 ， 研 修 の た め の 扶 助給 付 が 該 当 す る 。

(j) そ の 他 の 経 常 移 転

○ 非 生 命 保 険 金 及 び 非 生 命 保 険 純 保 険 料

反 対 給 付 の あ る （ 契 約 に 基 づ く ） 支 払 及 び 受 取と し て の 「 損 害 保 険 の 純 保 険

料」 と 「 保 険 金 」 で ， 機 関 別 に 支 払 保 険 金 及 び純 保 険 料 （ 受 取 保 険 料 － 支 払 保 険

金） を 算 出 し ， 全 部 門 に 計 上 す る 。

・民 間 損 害 保 険 会 社 （ 火 災 保 険 ， 自 動 車 保 険 ，自 賠 責 保 険 ， 傷 害 保 険 等 ）

・火 災 共 済 協 同 組 合 ， 農 業 共 済 ， 漁 業 共 済 組合 な ど

・公 的 損 害 保 険 （ 交 通 災 害 共 済 な ど ）

○ 他 に 分 類 さ れ な い 経 常 移 転

対 家 計 民 間 非 営 利 団 体 へ の 経 常 移 転 及 び それ 以 外 の 各 制 度 部 門 が 支 払 う 寄 付 金 ，

負担 金 ， 家 計 間 の 仕 送 り 金 ， 贈 与 金 等 の 他 で は表 章 さ れ な い あ ら ゆ る 経 常 移 転 取

引の 受 払 が 含 ま れ る 。

ま た ， 一 般 政 府 の 内 訳 部 門 で あ る 中 央 政 府 ，地 方 政 府 及 び 社 会 保 障 基 金 相 互 間

の経 常 移 転 の ほ か ， 県 外 と の 経 常 移 転 の 受 払 ，罰 金 ， 延 滞 金 ， 追 徴 金 に つ い て も

計上 す る 。

ｃ 最 終 消 費 支 出 及 び 貯 蓄

支 出 系 列 で 推 計 さ れ た 家 計 最 終 消 費 支 出 ， 対 家計 民 間 非 営 利 団 体 最 終 消 費 支 出 ，

政府 最 終 消 費 支 出 が そ れ ぞ れ の 制 度 部 門 に 計 上さ れ る 。

ま た ， 各 制 度 部 門 に お け る 受 払 の 差 額 が 貯 蓄と し て 計 上 さ れ る 。

ｄ 年 金 基 金 年 金 準 備 金 の 変 動

年 金 基 金 は 金 融 機 関 に 格 付 け さ れ る 社 会 保 険で あ る の で ， こ れ に 対 す る 負 担 及

び給 付 は 本 来 金 融 取 引 で あ る が ， 他 の 社 会 保 障 制度 の 負 担 ， 給 付 と 同 様 に 経 常 移

転と し て 扱 わ れ て い る 。 そ の た め ， 年 金 負 担 額と 給 付 額 の 差 額 が 家 計 の 貯 蓄 に 入

り込 ま な い た め の 調 整 項 目 と し て 導 入 さ れ て い る。

(２ ) 主 要 系 列 表

ア 経 済 活 動 別 県 内 総 生 産

経 済 活 動 別 県 内 総 生 産 と は ， １ 年 度 間 に 県 内に お け る 各 経 済 部 門 の 生 産 活 動 に

よっ て 新 た に 生 み 出 さ れ た 付 加 価 値 （ 市 場 価 格） の 評 価 額 を ， 産 業 ， 政 府 サ ー ビ

ス生 産 者 ， 対 家 計 民 間 非 営 利 サ ー ビ ス 生 産 者 の３ つ の 経 済 活 動 別 に 示 し た も の で

ある 。 こ れ は ， 県 内 の 生 産 活 動 に 対 す る 各 経済 活 動 部 門 の 寄 与 を 表 す も の で あ り ,

産 出 額 か ら 中 間 投 入 額 （ 物 的 経 費 ） を 控 除 し たも の に あ た る 。

な お ， 支 払 利 子 は ， 物 的 経 費 に 含 め な い 。

○ こ こ に い う 生 産 に は , 農 業 ,製 造 業 な ど の 物 的生 産 ば か り で な く ， 商 業， 金融

・保 険 業 ,公 務 な ど の サ ー ビ ス 生 産 も 含 ま れ る 。

○ 農 家 の 自 家 消 費 に 当 て ら れ た 生 産 物 及 び 所 有者 自 身 が 使 用 す る 住 居 の サ ー ビ

スな ど ， 貨 幣 と 交 換 さ れ な い 生 産 物 や 便 益 も ，こ こ で は 評 価 さ れ て 含 ま れ る 。



○ 総 生 産 は ， 県 内 概 念 に よ っ て 捉 え ら れ た もの で あ る の で ， 県 内 で 生 産 さ れ た

生産 物 で あ れ ば ， 他 県 の 県 民 に 対 し 県 外 へ の 所 得と し て 分 配 さ れ る も の で も 含 ま

れる が ， 県 外 か ら の 所 得 で ， そ の 源 泉 が 他 県内 の 生 産 に か か わ る も の は 含 ま れ な

い。

○ こ の 県 内 総 生 産 に ， 県 際 間 の 所 得 の 受 取 ・支 払 の 差 額 「 県 外 か ら の 所 得

（純 ） 」 を 加 算 す れ ば ， 「 市 場 価 格 表 示 の 県 民総 所 得 」 が 得 ら れ る 。

○ 総 生 産 と 純 生 産 の 関 係 は ， 県 内 総 生 産 （ 市 場価 格 表 示 ） ＝ 県 内 純 生 産（ 要素

費用 表 示 ） ＋ 固 定 資 本 減 耗 ＋ 生 産 ・ 輸 入 品 に 課さ れ る 税 － 補 助 金 と な る 。

(ア ) 産 業

産 業 は ， 市 場 に お い て 生 産 コ ス ト を カ バ ー す る価 格 で 販 売 す る こ と を 目 的 と し

て， 言 い 換 え れ ば ， 利 潤 の 獲 得 を 目 的 と し て ，財 貨 ・ サ ー ビ ス を 生 産 す る 事 業 所

から 構 成 さ れ る 。

産 業 で は , 民 間 企 業 の 事 業 所 が 中 核 と な る が， 一 般 政 府 や 公 的 企 業 で も ， 産 業

に分 類 さ れ る 民 間 企 業 と 類 似 の 生 産 技 術 に より 類 似 の 財 貨 ・ サ ー ビ ス を 生 産 す る

もの は ， た と え そ の 価 格 が コ ス ト を カ バ ー し なく て も , こ れ を 産 業 に 含 め る 。

他 に ， 次 の も の が 産 業 に 含 ま れ る 。

ａ 主 と し て 企 業 に 奉 仕 す る 民 間 非 営 利 団 体

ｂ 家 計 の 所 有 す る 住 宅 や ,政 府 若 し く は 民 間非 営 利 団 体 が 職 員 の た め に 所有 する

住宅 の 帰 属 サ ー ビ ス

ｃ 家 計 ， 政 府 又 は 民 間 非 営 利 団 体 が 自 ら 使 用す る た め に 行 う 住 宅 又 は 非 居 住 用

建物 の 建 設 活 動

(イ ) 政 府 サ ー ビ ス 生 産 者

政 府 サ ー ビ ス と は ， 国 家 の 治 安 や 秩 序 の 維 持 ,経 済 厚 生 ,社 会 福 祉 の 増 進 な ど の

ため の サ ー ビ ス で ， 政 府 以 外 に よ っ て は 効 率的 か つ 経 済 的 に 供 給 さ れ な い よ う な ，

社会 の 共 通 目 的 の た め に 行 わ れ る 性 格 の も の で ある 。

政 府 サ ー ビ ス 生 産 者 に は ， こ の 機 能 を 果 た す中 央 及 び 地 方 の 行 政 機 関 の ほ か ，

社会 保 障 給 付 を 目 的 と す る 組 織 や 事 業 団 な ど ，特 定 の 非 営 利 団 体 が 含 ま れ る 。

特 定 の 非 営 利 団 体 と は ,政 府 に よ っ て 強 い 監 督や 大 幅 な 資 金 供 給 を 受 け るも の及

び主 と し て 政 府 に サ ー ビ ス を 提 供 す る こ と を 目 的と す る 非 営 利 団 体 か ら な る 。

し か し ， 産 業 に 分 類 さ れ る 公 的 企 業 は 含 ま れな い 。

(ウ ) 対 家 計 民 間 非 営 利 サ ー ビ ス 生 産 者

対 家 計 民 間 非 営 利 サ ー ビ ス 生 産 者 は ， 個 人 の自 発 的 な 意 思 に 基 づ く 団 体 と し て

組織 さ れ , そ の 活 動 は 利 益 の 追 求 を 目 的 と せず ， 他 の 方 法 で は 便 利 に 提 供 し 得 な

い社 会 的 ・ 地 域 的 サ ー ビ ス を 家 計 に 提 供 す るも の で あ る 。

こ れ は ， 市 場 経 済 原 理 に 任 せ て お く か , 行 政に 委 ね て お く か す る と ， 社 会 ニ ー

ズに 見 合 っ て 供 給 す る こ と が 難 し い サ ー ビ ス を家 計 に 提 供 す る も の で あ っ て ， そ

の活 動 資 金 は ， 会 員 か ら の 会 費 や 個 人 ,企 業 ,政 府か ら の 寄 付 及 び 財 産 収 入 に よ っ

て調 達 さ れ ， 運 営 管 理 の 面 や 資 金 調 達 の 面 で も , 前 記 の (ア )(イ )の 生 産 者 と は 異

なっ て い る も の で あ る 。

な お ， 副 次 活 動 と し て 営 利 活 動 を 営 む 場 合 ，そ の 副 次 活 動 は 分 離 し て ， 産 業 に

含め ら れ る 。

(エ ) 輸 入 品 に 課 さ れ る 税 ・ 関 税

生 産 ・ 輸 入 品 に 課 さ れ る 税 の う ち ， 関 税 ， 輸 入品 商 品 税 及 び 輸 入 品 に か か る 消



費税 が 計 上 さ れ る が ， 産 業 格 付 け の 特 定 化 が 難し い た め ， 一 括 し て 欄 外 処 理 を 行

って い る 。

な お ， こ の 項 目 に 含 ま れ な い そ の 他 の 消 費税 ， 間 接 税 等 は 「 生 産 ・ 輸 入 品 に 課

され る 税 （ 控 除 ） 補 助 金 」 に 計 上 さ れ る 。

(オ ) 総 資 本 形 成 に 係 る 消 費 税

支 出 系 列 で 推 計 し た 各 産 業 部 門 の 設 備 投 資 及び 在 庫 投 資 の 消 費 税 控 除 額 の 合 計

値を ， こ こ で 一 括 し て 控 除 す る 。

(カ ) 帰 属 利 子

帰 属 利 子 と は ， 銀 行 等 の 金 融 仲 介 機 関 の 生 産額 を 構 成 す る サ ー ビ ス 料 の こ と で

あり ， 銀 行 の 受 取 利 子 及 び 配 当 か ら 支 払 利 子 を引 い た 差 額 と し て 把 握 さ れ る 。

利 子 等 の 財 産 所 得 は , 資 産 の 貸 借 に よ り 生 ず る所 得 で あ り ， 財 貨 ・ サ ー ビ ス の

取引 に よ り 生 ず る も の で は な い の で , 本 来 な らば ,総 産 出 に 計 上 さ れ る べ きも ので

はな い 。

し か し , こ の よ う な 帰 属 計 算 を 行 わ な け れ ば， 金 融 業 の 付 加 価 値 は 負 と な り ，

活動 実 態 を 示 す の に そ ぐ わ な い 。

他 方 ， 銀 行 の 受 け 取 る 利 子 や 配 当 は , 各 産業 の 付 加 価 値 か ら 支 払 わ れ た も の で

あり ， こ れ を 再 び 生 産 と し て 計 上 す れ ば ， 二 重計 算 と な る 。

し た が っ て ， 帰 属 利 子 は 控 除 さ れ な け れ ば な らな い が ， こ れ は ， 産 業 が そ の 全

額を 中 間 投 入 し た も の と す る 。 こ の 場 合 ， ど の産 業 が い く ら の 帰 属 利 子 を 中 間 投

入し た か を 特 定 す る こ と は 困 難 な た め ， こ こで 一 括 し て 控 除 す る 。

イ 県 民 所 得 及 び 県 民 可 処分 所 得 の 分 配

県 民 所 得 は ， 県 内 居 住 者 が １ 年 度 間 に 携 わ った 生 産 活 動 に 対 し ， 土 地 ・ 労 働 ・

資本 な ど の 生 産 要 素 を 提 供 し た 見 返 り と し て 分 配を 受 け た 所 得 と し て 推 計 さ れ ，

県内 居 住 者 が 県 内 の 生 産 活 動 に 携 わ っ た か ， 県 外の 生 産 活 動 に 携 わ っ た か は 問 わ

ない 。

所 得 を ， ま ず 機 能 面 か ら み る と ， 各 生 産 要 素で あ る 土 地 ・ 労 働 ・ 資 本 な ど に 分

配さ れ ， そ れ ぞ れ 地 代 ， 賃 金 ， 企 業 利 潤 な どの 所 得 を 形 成 す る 。

ま た ， 制 度 主 体 面 か ら み る と ， 各 制 度 主 体別 に 分 配 さ れ ， 家 計 の 財 産 所 得 ， 個

人企 業 所 得 ， 民 間 法 人 企 業 所 得 な ど を 形 成 す る。

(ア ) 県 民 雇 用 者 報 酬

生 産 活 動 に よ り 発 生 し た 付 加 価 値 の う ち ， 労 働を 提 供 し た 雇 用 者 へ の 分 配 額 を

いい ， 所 得 支 出 勘 定 の 家 計 部 門 の 貸 方 に あ る 総 額が ， 賃 金 ・ 俸 給 ， 雇 主 の 現 実 社

会負 担 ， 雇 主 の 帰 属 社 会 負 担 に 分 類 さ れ る 。

雇 用 者 と は ， 県 内 に 常 時 居 住 地 を 有 し ， 産 業， 政 府 サ ー ビ ス 生 産 者 ， 対 家

計民 間 非 営 利 サ ー ビ ス 生 産 者 を 問 わ ず あ ら ゆる 生 産 活 動 に 従 事 す る 就 業 者 の う ち ，

個人 業 主 と 無 給 家 族 従 業 者 を 除 く 全 て の 者 で あり ， 法 人 企 業 の 役 員 ， 特 別 職 の 公

務員 ， 議 員 等 も こ れ に 含 ま れ る 。

ａ 賃 金 ・ 俸 給

(a) 現 金

雇 用 者 が 労 働 の 対 価 と し て 受 け 取 る 報 酬 の うち ， 貨 幣 で 支 払 わ れ る も の 。 賃 金 ，

給与 ， 手 当 ， 賞 与 ， 歳 費 ， 報 酬 な ど 。 た だ し ，剰 余 金 処 分 に よ る 役 員 賞 与 は ， 配

当と す る 。

(b) 現 物

自 社 製 品 な ど の 通 貨 以 外 に よ る 給 与 の 支 払 ，食 事 ， 通 勤 定 期 券 の 支 給 や ， 消 費



物資 の 廉 価 販 売 に 要 し た 費 用 。

な お ， 福 利 厚 生 等 は 生 産 者 の 中 間 投 入 と 考 え るた め ， 含 ま な い 。

(c) 役 員 給 与 手 当

常 勤 ・ 非 常 勤 を 問 わ ず ， 法 人 企 業 の 役 員 に 対し て 支 払 わ れ る 給 与 手 当 で あ る が ，

企業 会 計 上 損 金 経 理 さ れ る も の の み を 計 上 す る。

(d) 議 員 歳 費 等

(e) 給 与 住 宅 差 額 家 賃

社 宅 ， 公 務 員 住 宅 な ど で 市 中 家 賃 よ り 低 廉 な家 賃 に よ り 従 業 者 に 提 供 さ れ て い

る場 合 の 従 業 者 の 支 払 家 賃 と そ の 時 価 （ 市 中平 均 家 賃 ） と の 差 額 を ， 入 居 者 が 受

け取 っ た 現 物 給 与 の 一 種 と み な し て 計 上 す る 。

ｂ 雇 主 の 現 実 社 会 負 担

(a) 雇 主 の 強 制 的 社 会 負 担

一 般 政 府 に 格 付 け さ れ る 年 金 基 金 へ の 雇 主 の負 担 。 特 別 会 計 ， 共 済 組 合 ， 組 合

管掌 健 康 保 険 ， 児 童 手 当 ， 社 会 保 障 基 金

(b) 雇 主 の 自 発 的 社 会 負 担

金 融 機 関 に 格 付 け さ れ る 年 金 基 金 へ の 雇 主 の負 担 。 厚 生 年 金 基 金 ・ 同 連 合 会 ，

適格 退 職 年 金 ， 勤 労 者 退 職 金 共 済 機 構 ， 中 小企 業 総 合 事 業 団 小 規 模 企 業 共 済 勘 定

等。

ｃ 雇 主 の 帰 属 社 会 負 担

(a) 退 職 一 時 金

退 職 一 時 金 支 給 に 要 し た 雇 主 の 費 用

(b) 公 務 災 害 補 償

民 間 雇 用 者 に 対 す る 労 災 補 償 に 相 当 す る が ，雇 主 ， 雇 用 者 負 担 額 が 存

在し な い の で ， 給 付 額 を も っ て 社 会 保 険 料 の 雇 主負 担 に 相 当 す る と 考 え ，

県 民 雇 用 者 報 酬 に 計 上 す る 。

(c) そ の 他

退 職 一 時 金 及 び 公 務 災 害 補 償 費 以 外 の 雇 用者 福 祉 の た め の 雇 主 負 担 。 法 定 保 障 ，

労働 者 災 害 補 償 責 任 保 険 ， 各 種 保 険 へ の 上 積 み給 付 ， 雇 用 者 を 被 保 険 者 と す る 保

険で 他 で 推 計 さ れ な い も の 等 。

(イ ) 財 産 所 得

財 産 所 得 と は , あ る 経 済 主 体 が 所 有 す る 金 融資 産 ,土 地 及 び 著 作 権 ・ 特 許権 など

の無 形 資 産 を 他 の 経 済 主 体 に 使 用 さ せ た と きに , そ の 結 果 と し て 生 ず る 所 得 の こ

とで あ り ,利 子 ， 配 当 ， 保 険 契 約 者 に 帰 属 す る 財 産所 得 及 び 賃 貸 料 の ４ つ から なる 。

非 企 業 部 門 で あ る 一 般 政 府 ， 対 家 計 民 間 非 営 利団 体 ， 家 計 の 各 制 度 部 門 別 の 該

当項 目 を 振 り 替 え ， 財 産 所 得 の 受 取 ， 支 払 及 び純 額 を 表 示 す る 。

ま た ， 家 計 部 門 に つ い て は 利 子 ， 配 当 （ 受 取） ， 保 険 契 約 者 に 帰 属 す る 財 産 所

得及 び 賃 貸 料 （ 受 取 ） ご と に 表 章 さ れ る 。

ａ 利 子

預 貯 金 ， 貸 出 金 ， 借 入 金 ， 手 形 ， 売 掛 金 ， 買 掛金 な ど の 金 銭 的 請 求 権 に つ い て

生じ た 利 息 ， 割 引 料 な ど の 所 得 の 移 転



ｂ 法 人 企 業 へ の 分 配 所 得

企 業 へ の 出 資 に 関 し て 生 じ た 所 得 の 移 転 で あり ， 株 式 に 対 す る 配 当 ， 協 同 組 合

の剰 余 金 の 分 配 （ 役 員 賞 与 を 含 む ） な ど が あ る

ｃ 保 険 契 約 者 に 帰 属 す る 財 産 所 得

保 険 企 業 （ 生 命 保 険 ， 非 生 命 保 険 ， 年 金 基 金を 含 む 。 ） か ら 受 け 取 る こ と が で

きる 投 資 所 得 の こ と で あ り ， 保 険 契 約 者 配 当 と保 険 帰 属 収 益 （ 保 険 契 約 者 の 資 産

から 生 じ る 投 資 所 得 ） が あ る 。

保 険 帰 属 収 益 は ， 保 険 企 業 か ら 保 険 契 約 者 に支 払 わ れ る べ き も の で は あ る が ，

実際 に は 保 険 企 業 に 留 保 さ れ る 性 格 の も の で ある こ と を 考 慮 し ， 帰 属 計 算 に よ り

保険 企 業 （ 金 融 機 関 ） か ら 家 計 に 支 払 わ れ ， さ らに そ れ が 追 加 保 険 料 と し て 保 険

企業 に 払 い 戻 さ れ る も の と す る 。

ｄ 賃 貸 料

財 産 所 得 に 含 ま れ る 賃 貸 料 は 土 地 と 特 許 権 ，商 標 権 ， 著 作 権 な ど の 無 形 資 産 に

対す る も の に 限 ら れ る 。 た だ し ， 構 築 物 （ 住 宅を 含 む ） ， 設 備 ， 機 械 等 の 再 生 産

可能 な 有 形 固 定 資 産 の 賃 貸 に 関 す る も の は ， 商 品と し て の サ ー ビ ス の 購 入 ， 販 売

とし て 扱 わ れ る の で ， こ こ に は 含 ま な い 。

(ウ ) 企 業 所 得

企 業 所 得 と は , 所 得 支 出 勘 定 の 営 業 余 剰 ・ 混 合所 得 に 財 産 所 得 の 受 払 の 差 を 加

えた も の で ， 民 間 法 人 企 業 ， 公 的 企 業 ， 個 人企 業 ご と に 表 章 さ れ る 。

ａ 民 間 法 人 企 業

所 得 支 出 勘 定 の 非 金 融 法 人 企 業 部 門 と 金 融機 関 部 門 の 民 間 分 か ら 導 き 出 さ れ て

おり ， 他 部 門 へ の 法 人 企 業 の 分 配 所 得 の 受 払後 に つ い て 表 章 し て い る 。

ｂ 公 的 企 業

公 的 に 所 有 あ る い は 運 営 さ れ て い る 中 央 ・ 地 方の 各 企 業 で ， 商 法 ， そ の 他 の 公

法， 特 別 立 法 ， 行 政 規 則 等 に よ り 法 人 格 を もつ 公 的 法 人 企 業 及 び 生 産 す る 財 貨 ・

サー ビ ス の ほ と ん ど を 市 場 で 販 売 す る 大 規 模 な非 法 人 政 府 事 業 体 か ら な り ， そ の

生産 技 術 や 経 営 形 式 か ら 産 業 と し て 分 類 さ れる 事 業 所 を 単 位 と す る 。

公 的 法 人 企 業 の 例 と し て は 日 本 道 路 公 団 ， 本 州四 国 連 絡 橋 公 団 ， 日 本 銀 行 ， 土

地開 発 公 社 等 が 挙 げ ら れ ， 非 法 人 政 府 事 業 体 と して は 印 刷 局 ， 国 有 林 野 事 業 の よ

うな 企 業 特 別 会 計 が 該 当 す る 。

ｃ 個 人 企 業

個 人 が 企 業 の 主 体 と な り ， 家 族 の 労 働 力 等 を使 っ て 企 業 を 運 営 し て い る も の 。

家 計 と の 経 理 が 明 瞭 に 区 分 し が た い 面 が あり ， 受 取 財 産 所 得 で は 営 業 資 産 に 関

して 生 じ た も の で あ っ て も 最 終 消 費 主 体 と して の 家 計 の 財 産 所 得 と み な し て こ こ

には 含 め な い 。

ま た ， 支 払 財 産 所 得 の う ち 賃 貸 料 は 全 額 個 人 企業 の 支 払 と し て 取 り 扱 い ， 利 子

につ い て は 消 費 用 の も の （ 消 費 者 負 債 利 子 ） と その 他 の 負 債 利 子 に 区 分 し ， 前 者

を家 計 の ， 後 者 を 個 人 企 業 の 支 払 と し て 取 り 扱っ て い る 。

(エ ) 県 民 所 得

要 素 費 用 表 示 の 県 民 純 生 産 で ， 上 記 の (ｱ)県 民雇 用 者 報 酬 ， (ｲ)財 産 所 得 （ 非 企

業部 門 ） 及 び (ｳ)企 業 所 得 （ 法 人 企 業 の 分 配 所 得 受払 後 ） の 合 計 額 。

(オ ) 生 産 ・ 輸 入 品 に 課 さ れ る 税 （ 控 除 ） 補 助金

要 素 費 用 表 示 さ れ て い る 県 内 純 生 産 及 び 県 民所 得 を 市 場 価 格 表 示 で 表 章 す る た



めに 設 け ら れ て い る 。

ａ 生 産 ・ 輸 入 品 に 課 さ れ る 税

財 貨 ・ サ ー ビ ス の 生 産 ， 販 売 ， 購 入 又 は 使 用に 関 し て 生 産 者 に 課 せ ら れ る 租 税

及び 税 外 負 担 で ， 税 法 上 損 金 算 入 が 認 め ら れ て所 得 と は な ら ず ， そ の 負 担 が 最 終

購入 者 へ 転 嫁 さ れ る も の 。

消 費 税 ， 酒 税 ， 関 税 ， た ば こ 税 ， 印 紙 税 ， 事 業税 な ど が あ り ， 経 済 活 動 別 配 分

では 直 接 に 税 を 払 っ た 産 業 の 生 産 ・ 輸 入 品 に 課さ れ る 税 と し て 計 上 す る こ と を 原

則と し ， 生 産 者 の 付 加 価 値 に 加 え ら れ る と と も に， 所 得 支 出 勘 定 に お け る 一 般 政

府の 経 常 移 転 （ 受 取 ） に 計 上 さ れ る 。

ｂ 補 助 金

産 業 振 興 等 政 策 目 的 に よ っ て 給 付 さ れ ， 受 給者 の 側 に お い て 収 入 と し て 処 理 さ

れる 全 て の 経 常 的 交 付 金 。 公 的 企 業 の 営 業 損 失を 補 填 す る た め の 繰 り 入 れ も 該 当

する 。

補 助 額 に よ っ て 市 場 価 格 が 低 く 抑 え ら れ る ため ， 負 の 生 産 ・ 輸 入 品 に 課 さ れ る

税と し て 取 り 扱 わ れ る 。

一 方 ， 家 計 及 び 対 家 計 民 間 非 営 利 団 体 に 対 す る経 常 的 交 付 金 は ， 補 助 金 で は な

く他 の 種 類 の 経 常 移 転 と し て 取 り 扱 わ れ る 。

ま た ， 投 資 ， 資 本 資 産 あ る い は 運 転 資 産 の 損 失の 補 填 の た め に 産 業 に 対 し て 行

われ る 移 転 は 補 助 金 で な く 資 本 移 転 に 分 類 さ れる 。

(カ ) 県 民 所 得 （ 市 場 価 格 表 示 ）

市 場 価 格 ベ ー ス に 転 換 し て 市 場 価 格 表 示 の 県 民所 得 を 表 示 す る 。

県 民 所 得 （ 市 場 価 格 表 示 ） ＝ 県 民 所 得 （ 要 素費 用 表 示 ） ＋ 生 産 ・ 輸 入 品

に 課 さ れ る 税 （控 除 ） 補 助 金

(キ ) そ の 他 の 経 常 移 転 （ 純 ）

非 金 融 法 人 企 業 及 び 金 融 機 関 ， 一 般 政 府 ， 家 計（ 個 人 企 業 を 含 む 。 ） 及 び 対 家

計民 間 非 営 利 団 体 に 分 け て 表 章 さ れ ， 制 度 部 門 別所 得 支 出 勘 定 の 財 産 所 得 以 外 の

移転 の 受 払 の 差 が 計 上 さ れ る 。

(ク ) 県 民 可 処 分 所 得

市 場 価 格 表 示 の 県 民 所 得 に 制 度 部 門 別 所 得 支出 勘 定 か ら 求 め ら れ る そ の 他 の 経

常移 転 （ 純 ） 総 額 を 加 算 し た も の 。

制 度 部 門 別 に 受 け 取 っ た 所 得 か ら 経 常移 転 を 控 除 し た も の で ， 最 終 消 費 支

出 と 貯 蓄 の 合 計 に 等 し く な る 。

ウ 県 内 総 生 産 （ 支 出 側 ）

県 内 総 生 産 （ 支 出 側 ） に は ， そ れ ぞ れ の 経 済部 門 が １ 年 度 間 に 財 貨 ・ サ ー ビ ス

を購 入 す る 面 （ 最 終 生 産 物 に 対 す る 支 出 の 面 ）で 付 加 価 値 を 把 握 し た も の で あ る 。

こ の 財 貨 ・ サ ー ビ ス の 処 分 状 況 は ， 消 費 支 出， 総 資 本 形 成 （ 投 資 ） ， 財 貨 ・ サ

ービ ス の 移 出 ， 移 入 の 需 要 項 目 ご と に 大 別 さ れ， さ ら に ， 需 要 項 目 の 性 格 別 に 分

類さ れ る 。 以 上 の 項 目 の 合 計 額 に 統 計 上 の 不 突合 を 加 え る こ と に よ っ て 県 内 総 生

産（ 支 出 側 ） が 表 示 さ れ ， 最 後 に 県 外 か ら の 要 素所 得 の 純 増 を 加 算 す る と 県 民 総

所得 （ 市 場 価 格 表 示 ） が 算 出 さ れ る 。

(ア ) 民 間 最 終 消 費 支 出

民 間 最 終 消 費 支 出 は ， 家 計 最 終 消 費 支 出 と 対 家計 民 間 非 営 利 団 体 最 終 消 費 支 出

の合 計 で あ る 。



ａ 家 計 最 終 消 費 支 出

居 住 者 で あ る 家 計 （ 個 人 企 業 を 除 く 。 ） が 行う 新 た な 財 貨 ・ サ ー ビ ス の 取 得 に

対す る 支 出 で ， 同 種 の 中 古 品 ， ス ク ラ ッ プ の 純 販売 額 （ 販 売 額 － 購 入 額 ） は 控 除

され る 。

財 貨 ・ サ ー ビ ス の 取 得 は ， 現 金 支 出 を 伴 う もの の ほ か ,農 家 に お け る 農 作物 の自

家消 費 ,自 己 所 有 住 宅 の 帰 属 家 賃 ,賃 金 俸 給 に おけ る 現 物 給 与 等 （ 給 与 住 宅 差 額 家

賃含 む 。 ） も 含 ま れ る 。

家 計 の 財 貨 購 入 の う ち ， 家 具 そ の 他 の 耐 久財 購 入 は す べ て 消 費 支 出 と し て こ こ

に計 上 さ れ る が ， 土 地 造 成 及 び 住 宅 建 設 は 投 資活 動 と み な し て 総 固 定 資 本 形 成

（民 間 ） に 含 ま れ る 。

ま た ， 個 人 税 や 罰 金 ， 手 数 料 等 税 外 負 担 は 移 転的 な も の で あ り ， 最 終 消 費 支 出

から 除 か れ ， 家 計 間 の 仕 送 り ， 贈 与 金 ， 労 働組 合 費 な ど の 家 計 間 及 び 対 家 計 民 間

非営 利 団 体 へ の 移 転 も ， 家 計 最 終 消 費 支 出 と はみ な さ れ な い 。

ｂ 対 家 計 民 間 非 営 利 団 体 最 終 消 費 支 出

対 家 計 民 間 非 営 利 団 体 の 産 出 額 か ら 家 計 に 対す る 商 品 ・ 非 商 品 販 売 額 を 控 除 し

たも の 。 家 計 へ の 販 売 の 収 入 と 生 産 コ ス ト の 差 額は 自 己 消 費 と み な さ れ ， 対 家 計

民間 非 営 利 団 体 最 終 消 費 支 出 と し て 計 上 さ れる 。

(イ ) 政 府 最 終 消 費 支 出

政 府 サ ー ビ ス は 営 利 目 的 の 企 業 が 供 給 す る サ ービ ス と は 異 な り ， 生 産 に か か っ

たコ ス ト に よ っ て 測 ら れ る が ， 生 産 さ れ た サ ービ ス は ， 受 益 者 が 確 定 す る 一 部 の

サー ビ ス を 除 い て ， 供 給 者 （ 政 府 ） 自 ら が 消 費し て い る も の と し て 政 府 最 終 消 費

支出 に 計 上 さ れ る 。

な お ， 家 計 に 販 売 さ れ た 政 府 サ ー ビ ス （ 国 立学 校 の 授 業 料 や 下 水 道 の 使 用 料 の

よう に ， 家 計 が 政 府 か ら 直 接 購 入 し た サ ー ビ ス） に つ い て は ， 家 計 最 終 消 費 支 出

とし て 計 上 さ れ る 。

医 療 保 険 給 付 等 の 家 計 へ の 移 転 的 支 出 は ， 一 般政 府 が 費 用 を 支 出 し て い る た め ，

政府 最 終 消 費 支 出 と な る 。

(ウ ) 総 資 本 形 成

民 間 法 人 ， 公 的 企 業 ， 一 般 政 府 ， 対 家 計 民 間非 営 利 団 体 及 び 家 計 （ 個 人 企 業 ）

の支 出 （ 購 入 及 び 自 己 生 産 物 の 使 用 ） の う ち 消 費と な ら な い も の で あ り ， 総 固 定

資本 形 成 と 在 庫 品 増 加 か ら な る 。

ａ 総 固 定 資 本 形 成

(a) 生 産 の た め に 使 用 す る 建 物 ， 構 築 物 ， 機 械設 備 等 の 耐 久 財 （ た だ し ,政府 の取

得す る 民 間 転 用 不 可 能 な 軍 事 用 耐 久 財 ,土 地 ， 鉱 床， 森 林 等 を 除 く ） 。

(b) 固 定 資 産 の 維 持 修 繕 の う ち ， 大 規 模 な 改 造・ 更 新

(c) 鉱 物 探 査 ， コ ン ピ ュ ー タ ・ ソ フ ト ウ エ ア （生 産 者 が １ 年 を 超 え て 使 用 す る ソ

フト ウ エ ア の う ち 受 託 開 発 分 ） ， プ ラ ン ト ・ エ ンジ ニ ア リ ン グ へ の 経 費

(d) 土 地 の 造 成 ・ 改 良 ， 鉱 山 ， 農 地 等 の 開 発 ・拡 張 等

(e) 土 地 ， 鉱 床 ， 森 林 等 の 取 引 に 際 し て 必 要 なマ ー ジ ン ， 移 転 経 費

な お ， 建 物 ， 道 路 ， ダ ム ， 港 湾 等 建 設 物 の仕 掛 工 事 は ， 建 設 発 注 者 の 総 固 定

資本 形 成 に 含 ま れ る が ， 重 機 械 器 具 の 仕 掛 工 事は , そ の 財 貨 生 産 者 の 在 庫 品 増 加



に分 類 さ れ る 。

ｂ 在 庫 品 増 加

在 庫 品 増 加 は ， 企 業 が 所 有 す る 製 品 ， 仕 掛品 ， 原 材 料 等 の 棚 卸 資 産 の あ る 一 定

期間 に お け る 物 量 的 増 減 を ,そ の 市 場 価 格 で 評 価し た も の で あ る 。 こ れ は ，民 間企

業の 在 庫 品 増 加 と 公 的 企 業 の 在 庫 品 増 加 に 分 け られ る 。

在 庫 品 増 加 は 原 則 と し て 事 業 所 主 義 で 計 上 す るが , 船 舶 ， 車 両 及 び 航 空 機 な ど

の移 動 性 償 却 資 産 の 仕 掛 工 事 分 は ， 発 注 者 に 引 渡す ま で は 受 注 者 の 在 庫 に 計 上 し ，

引渡 し 時 に お い て 在 庫 減 と す る と 同 時 に , 発 注者 の 総 固 定 資 本 形 成 に 計 上 す る 。

(エ ) 財 貨 ・ サ ー ビ ス の 移 出 （ 入 ） （ 輸 出 入 も含 む 。 ）

財 貨 ・ サ ー ビ ス の 移 出 （ 入 ） は , 財 貨 ・ サ ービ ス の 移 出 （ 入 ） 及 び 居 住 者 ,非居

住者 の 直 接 購 入 に よ っ て 構 成 さ れ る 。 こ こ で は， 要 素 所 得 は 除 か れ る 。

(オ ) 統 計 上 の 不 突 合

県 内 総 生 産 （ 支 出 側 ） と 県 内 総 生 産 （ 生 産側 ） は , 概 念 上 一 致 す べ き も の で あ

るが ， 推 計 上 の 接 近 方 法 が 異 な っ て い る た め ，推 計 値 に く い ち が い が 生 じ る こ と

があ る 。 こ の く い ち が い を 統 計 上 の 不 突 合 と いい ， 勘 定 体 系 の バ ラ ン ス を 図 る た

めに 表 章 さ れ る 。

(カ ) 県 外 か ら の 要 素 所 得 （ 純 ）

県 民 所 得 （ 分 配 ） か ら 県 内 純 生 産 （ 要 素 費 用 表示 ） を 差 引 い て 求 め ら れ る 。

県 外 と の 所 得 の 受 払 に は ， 雇 用 者 報 酬 ， 投 資収 益 ， 財 産 所 得 な ど が 含 ま れ

る。

(３ ) 経 済 活 動 別 県 内 総 生産 及 び 要 素 所 得

経 済 活 動 別 県 内 総 生 産 は , 各 経 済 活 動 別 に生 産 者 価 格 表 示 の 産 出 額 を 推 計 し ，

こ れ か ら 中 間 投 入 額 （ 原 材 料 ， 燃 料 等 の 物 的経 費 及 び サ ー ビ ス 経 費 等 ） を 控 除

す る 方 法 ， い わ ゆ る 「 付 加 価 値 法 」 に よ っ て推 計 す る 。

こ う し て 求 め た 生 産 者 価 格 表 示 の 経 済 活 動 別県 内 総 生 産 か ら 固 定 資 本 減 耗 を

控 除 し ， 生 産 者 価 格 表 示 の 県 内 純 生 産 を 求 め る。

次 い で ， こ れ か ら 生 産 ・ 輸 入 品 に 課 さ れる 税 （ 純 ） （ 生 産 ・ 輸 入 品 に 課 さ れ

る 税 － 補 助 金 ） を 控 除 し て 県 内 要 素 所 得 を 推 計す る 。

さ ら に ， こ れ か ら 県 内 雇 用 者 報 酬 を 控 除 し て営 業 余 剰 ・ 混 合 所 得 を 求 め る 。

３ 用 語 解 説

(１ ) 経 済 活 動 別 分 類

経 済 活 動 別 分 類 は , 財 貨 ・ サ ー ビ ス の 生 産及 び 使 用 （ 消 費 支 出 ,資 本 形 成） につ

いて の 意 思 決 定 を 行 う 主 体 の 分 類 で あ り , 所 得の 処 分 や 資 金 の 調 達 ， 運 用 な ど の

意思 決 定 に 関 す る 制 度 部 門 別 分 類 と 対 比 さ れる 。

経 済 活 動 別 分 類 で は ， 技 術 的 な 生 産 構 造 の 解 明に 力 点 が 置 か れ る た め ， 実 際 の

作業 を 行 う 工 場 や 事 業 所 な ど が 分 類 単 位 及 び 統 計単 位 と し て 捉 え ら れ る 。

経 済 活 動 別 分 類 に よ る 取 引 主 体 は ， ① 産 業 ，② 政 府 サ ー ビ ス 生 産 者 ， ③ 対 家 計

民間 非 営 利 サ ー ビ ス 生 産 者 , ④ 最 終 消 費 者 と して の 家 計 か ら な る 。

① の 産 業 は ， 市 場 で の 利 益 の 追 求 を 目 的 と して 生 産 活 動 を 行 う 主 体 で あ る が ,

政府 関 係 機 関 で あ っ て も コ ス ト 構 造 , 生 産 物 の性 格 や 処 分 の 面 で 産 業 と 類 似 し て

いる も の （ 公 的 企 業 ） は こ れ に 含 ま れ る 。



ま た ， 家 計 が 行 う 住 宅 建 設 及 び 住 宅 所 有 に つい て も ， 産 業 が 行 う も の と し て 取

り扱 わ れ る 。

(２ ) 制 度 部 門 別 分 類

経 済 活 動 別 分 類 が 生 産 に つ い て の 意 思 決 定 を行 う 主 体 の 分 類 で あ る の に 対 し ，

制度 部 門 別 分 類 は ， 所 得 の 受 取 や 処 分 ， 資 金 の調 達 や 資 産 の 運 用 に つ い て の 意 思

決定 を 行 う 主 体 の 分 類 で あ り ， 所 得 支 出 勘 定 , 資 本 調 達 勘 定 ， 国 民 貸 借 対 照 表 な

どに 用 い ら れ る 。

こ の 分 類 に よ る 取 引 主 体 に は ， 非 金 融 法 人企 業 ， 金 融 機 関 ， 一 般 政 府 ， 対 家 計

民間 非 営 利 団 体 ， 家 計 （ 個 人 企 業 を 含 む 。 ） の５ 制 度 部 門 が あ る 。 金 融 機 関 が 独

立部 門 と し て 設 定 さ れ て い る が , こ れ は ， 金 融面 の 活 動 に お い て 金 融 機 関 は 他 の

部門 と は 全 く 異 な る 行 動 を と る の で ， 金 融 機 関を 分 離 す る 必 要 が あ っ た こ と に よ

る。

(３ ) 中 間 投 入

生 産 の 過 程 で 原 材 料 ・ 光 熱 燃 料 ・ 間 接 費 等 と して 消 費 さ れ た 非 耐 久 財 及 び サ ー

ビス を い う 。 固 定 資 産 の 維 持 補 修 ， 研 究 開 発 調査 等 も こ れ に 含 ま れ る 。

産 出 額 か ら 中 間 投 入 を 控 除 し た も の が 付 加価 値 で あ る 。

な お ， 政 府 サ ー ビ ス 生 産 者 の 中 間 投 入 に は ，軍 事 目 的 の た め に 取 得 さ れ た 耐 久

財が 含 ま れ る 。

(４ ) 帰 属 計 算

帰 属 計 算 と は , 県 民 経 済 計 算 上 の 特 殊 な 概 念で あ り ， 財 貨 ・ サ ー ビ ス の 提 供 な

いし 享 受 に 際 し て ， 実 際 に は 市 場 で の 対 価 の 受 払が 行 わ れ な か っ た に も か か わ ら

ず， そ れ が あ た か も 行 わ れ た か の よ う に み な して 擬 制 的 取 引 計 算 を 行 う こ と を い

う。

主 な も の と し て は ， 農 家 が 自 家 消 費 す る 農 産物 ， 自 己 所 有 住 宅 （ 持 ち 家 ） の 帰

属家 賃 ， 金 融 の 帰 属 利 子 ， 保 険 業 の 帰 属 サ ービ ス な ど が 挙 げ ら れ る 。

(５ ) 帰 属 家 賃

帰 属 家 賃 と は ， 実 際 に は 家 賃 の 受 払 い を 伴 わ ない 自 己 所 有 住 宅 （ 持 ち 家 ） に つ

いて も ， 通 常 の 借 家 や 借 間 と 同 様 の サ ー ビ ス が生 産 さ れ 消 費 さ れ る も の と 仮 定 し ，

それ を 市 場 家 賃 で 評 価 し た 帰 属 計 算 上 の 家 賃 を いう 。

ま た , 帰 属 家 賃 に は 給 与 住 宅 等 に お け る 実 際の 家 賃 と 市 場 家 賃 と の 差 額 の 評 価

分（ 給 与 住 宅 差 額 家 賃 ） も 含 ま れ る 。

県 民 経 済 計 算 で は ， 住 宅 自 己 所 有 者 は 住 宅賃 貸 業 を 営 ん で い る も の と さ れ ， そ

の帰 属 家 賃 は 不 動 産 業 を 営 む 個 人 企 業 の 生 産額 に 含 ま れ て お り ， そ の 営 業 余 剰 は

個人 企 業 所 得 に 含 ま れ る と す る 。

(６ ) 固 定 資 本 減 耗

構 築 物 ， 設 備 ， 機 械 等 再 生 産 可 能 な （ 有 形 ・無 形 ） 固 定 資 産 に つ い て ， 通 常 の

摩損 及 び 損 傷 ， 予 見 さ れ る 滅 失 ， 通 常 生 じ る 程 度の 事 故 に よ る 損 害 等 か ら く る 減

耗分 を 評 価 し た 額 で あ り ， （ 有 形 ・ 無 形 ） 固 定資 産 を 代 替 す る た め の 費 用 と し て

総生 産 の 一 部 を 構 成 す る 。

(７ ) 営 業 余 剰 ・ 混 合 所 得

企 業 会 計 で い う 営 業 利 益 に ほ ぼ 相 当 す る 。

した が っ て ， 企 業 所 得 は ， 営 業 利 益 に 他 社 か らの 株 式 配 当 な ど の 営 業 外 収 益 を 加

え， 負 債 利 子 な ど の 営 業 外 費 用 を 除 い た ， い わゆ る 経 常 利 益 に 近 い 概 念 と い え る 。



(８ ) イ ン プ リ シ ッ ト ・ デフ レ ー タ ー

デ フ レ ー シ ョ ン を 行 う べ き 対 象 に つ い て の デ フレ ー タ ー が ， 直 接 作 成 さ れ る の

では な く ， そ の 対 象 の 構 成 項 目 ご と に デ フ レ ー ター を 作 成 し て 実 質 値 を 求 め ， 全

体と し て の デ フ レ ー タ ー は ， （ 名 目 値 ） ／ （ 各 構成 項 目 の 実 質 値 の 合 計 ） と し て

逆算 に よ っ て 求 め ら れ る 場 合 が あ る 。

例 と し て ， あ る 支 出 項 目 が ２ つ の 個 別 品 目 で構 成 さ れ て い る ケ ー ス を 考 え , そ

れぞ れ の 品 目 の 名 目 値 を Ｘ ,Ｘ と し ， 価 格 指 数を Ｐ , Ｐ と す る 。１ ２ １ ２

こ の ケ ー ス で は 当 該 支 出 項 目 の 名 目 値 （ Ｘ） は ， Ｘ ＋ Ｘ と な り , 実 質 値１ ２

（Ｘ Ｒ ） は 個 別 品 目 の 実 質 値 の 合 計 （ Ｘ ／ Ｐ ＋ Ｘ ／ Ｐ ） と な る 。１ １ ２ ２

こ こ で , 当 該 支 出 項 目 の デ フ レ ー タ ー （ Ｐ） は ,

Ｐ ＝ Ｘ ／ Ｘ Ｒ 〔 ＝ （ Ｘ ＋ Ｘ ） ／ （ Ｘ ／ Ｐ ＋ Ｘ ／Ｐ ） 〕１ ２ １ １ ２ ２

とし て ， 事 後 的 に 求 め ら れ る こ と に な る 。

こ の よ う な デ フ レ ー タ ー の 算 出 方 式 を イ ンプ リ シ ッ ト 方 式 と い い ， 求 め ら れ た

デフ レ ー タ ー を イ ン プ リ シ ッ ト ・ デ フ レ ー ター と 呼 ぶ 。


